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　１　審議会委員の意見による修正(１/７)

2

【修正・追記箇所１】

委員意見：管路の更新率について、例えば５年間の平均という指標もあるので、表現の仕方を工夫した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しております。（直近値への置き換えによる修正も有）

旧 新

第４章４節（３）③ウ　管路の更新率

　管路の更新率とは、管路の延長に対する更新された管路の延長の割合を示
す指標です。令和３年度の管路の更新率は1.0％となっており、類似団体や近
隣団体との比較では高い値となっていますが、このままのペースでは全ての管
路の更新が終わるまでに100年かかる計算になります。現在、本町では、重要
給水施設配水管の耐震化と鉛製給水管の改修を優先的に進めているため、更
新延長は年度により差がありますが、管路の更新率が低いと、老朽化に伴う漏
水率の増加や管路の事故発生率が高くなるため、管路の更新率の向上が求
められます。

第４章４節（３）③ウ　管路の更新率（P.42）

　管路の更新率とは、管路の延長に対する更新された管路の延長の割合を示
す指標です。令和４年度の管路の更新率は0.5％となっており、類似団体や近
隣団体との比較では同程度の値となっています。また、平成30年度から令和４
年度までの管路の更新率の平均では1.1％となっていますが、このペースでは
全ての管路の更新が終わるまでに90年以上かかる計算になります。現在、本
町では、重要給水施設配水管の耐震化と鉛製給水管の改修を優先的に進め
ているため、更新延長は年度により差がありますが、管路の更新率が低いと、
老朽化に伴う漏水率の増加や管路の事故発生率が高くなるため、管路の更新
率の向上が求められます。



　１　審議会委員の意見による修正(２/７)
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【修正・追記箇所２】

委員意見：「京都府・近隣市町との連携」の２、３段落目の文章が長く読みにくいため、整理した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しております。

旧 新

第５章５節「京都府・近隣市町との連携」

　京都府では、人口減少社会の到来、水道施設の老朽化、自然災害の激甚
化・頻発化等、水道事業を取り巻く環境の変化に伴い生じてきた課題に対し、
将来にわたる安心・安全な水道水の供給体制を構築するため、平成30年11月
に都道府県水道ビジョンとして府内全域の水道事業の方向性を示す「京都水
道グランドデザイン」を策定し、令和５年３月には、前述の推進プラン策定の要
請を踏まえ、広域化に係る記載内容を拡充させる形で、推進プランを兼ねるも
のとして改定しました。

　「京都水道グランドデザイン」では、本町が属する南部圏域の今後の取組とし
て、維持管理業務の共同実施や営業業務の共同委託等の広域連携を幅広く
検討すること、府営水道と受水市町において、効果の見込める連携事業に取り
組むとともに、府営水道と受水市町全体の施設規模や配置の適正化、経営の
一体化を含めた経営形態のあり方など、あらゆる選択肢について検討を実施
することなどが掲げられています。

第５章５節「京都府・近隣市町との連携」（P.65）

　京都府では、人口減少社会の到来、水道施設の老朽化、自然災害の激甚
化・頻発化等（削除）の課題に対し、将来にわたる安心・安全な水道水の供給
体制を構築するため、平成30年11月に都道府県水道ビジョンとして（削除）「京
都水道グランドデザイン」を策定し、令和５年３月には、（削除）広域化に係る記
載内容を拡充させる形で、推進プランを兼ねるものとして改定しました。

　「京都水道グランドデザイン」では、本町が属する南部圏域の今後の取組とし
て、維持管理業務の共同実施や営業業務の共同委託等の広域連携を幅広く
検討することや、（削除）府営水道と受水市町全体の施設規模や配置の適正化、
経営の一体化を含めた経営形態のあり方など、あらゆる選択肢について検討
を実施することなどが掲げられています。



　１　審議会委員の意見による修正(３/７)
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【修正・追記箇所３】

委員意見：老朽化割合の推移のグラフについて、本ビジョンの施策によりどのように改善されるのかも掲載した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり図を追加しております。

旧 新

第７章２節（２）老朽管の計画的な更新 第７章２節（２）老朽管の計画的な更新（P.73）

　

 
図 7.5 管路の老朽化割合の推移（今後更新しなかった場合）（再掲） 

 

 
図 7.6 管路の老朽化割合の推移（計画的に更新した場合） 

※健全：法定耐用年数以下、経年化：法定耐用年数超～法定耐用年数×1.5 以下、老朽化：法定耐用年数×1.5 超 
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図7.5　管路の老朽化割合の推移（今後更新しなかった場合）（再掲）

図7.6　管路の老朽化割合の推移（計画的に更新した場合）

※健全：法定耐用年数以下、経年化：法定耐用年数超～法定耐用年数×1.5以下、老朽化：法定耐用年数×1.5超



　１　審議会委員の意見による修正(４/７)
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【修正・追記箇所４】

委員意見：自己水廃止についても長期的には検討する必要がある旨、記載した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり追記しております。

旧 新

第７章３節（１）ダウンサイジングの検討

　本町の水道施設について、現状の施設を維持する場合と佐古浄水場の浄水
施設（自己水）を廃止する場合、北浦配水場を廃止する場合及びその両方を廃
止する場合を比較した結果、近い将来に大規模更新が必要な北浦配水場を廃
止した場合に、より高い費用削減効果が認められました。

第７章３節（１）ダウンサイジングの検討（P.75）

　本町の水道施設について、現状の施設を維持する場合と佐古浄水場の浄水
施設（自己水）を廃止する場合、北浦配水場を廃止する場合及びその両方を廃
止する場合を比較した結果、近い将来に大規模更新が必要な北浦配水場を廃
止した場合に、より高い費用削減効果が認められました。
　なお、浄水施設（自己水）の廃止については、平成22～25年度の耐震補強工
事において施設の耐震化、機械・電気設備の大規模更新を行ったこと、また、
廃止した場合、その自己水分の水量を京都府営水道から受水しなければなら
ないことから、本ビジョンの計画期間における費用削減効果は限定的となった
ため、今後の大規模更新の時期等も踏まえ、長期的に検討する必要がありま
す。



　１　審議会委員の意見による修正(５/７)
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【修正・追記箇所５】

委員意見：老朽化割合の推移のグラフについて、本ビジョンの施策によりどのように改善されるのかも掲載した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり図を追加しております。

旧 新

第７章３節（１）ダウンサイジングの検討 第７章３節（１）ダウンサイジングの検討（P.77）

　

※健全：法定耐用年数以下、経年化：法定耐用年数超～法定耐用年数×1.5以下、老朽化：法定耐用年数×1.5超
※北浦配水場を休廃止する条件で作成しているため、資産額自体が減少している。

 

図 7.10 施設の老朽化割合の推移（今後更新しなかった場合）（再掲） 
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図7.11　施設の老朽化割合の推移（計画的に更新した場合）

図7.10　施設の老朽化割合の推移（今後更新しなかった場合）（再掲）



　１　審議会委員の意見による修正(６/７)
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【修正・追記箇所６】

委員意見：料金改定により施設の更新・耐震化が進められるといった効果、メリットがあるということも同時に示した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しております。

旧 新

第８章１節（２）➀水道料金について

　本ビジョンでは、前述の投資計画を実施したうえで、資金ショートを回避し、企
業債残高の過度な増加を抑えるとともに財政の安全性を確保することができる
料金水準となるよう、令和７年度に16.9％の料金改定を実施するものとして設
定しました。これは、ダウンサイジングの費用削減効果により、前回経営戦略
で示した改定率に抑えることができたものです。また、令和７年度以降について
も、経常収支比率100％以上が保てるよう、５年毎に料金水準を見直すものとし
て設定しています。

第８章１節（２）➀水道料金について（P.85）

　本ビジョンでは、前述の投資計画のとおり水道施設の更新・耐震化を推進し
たうえで、資金ショートを回避し、企業債残高の過度な増加を抑えるとともに財
政の安全性を確保することができる料金水準となるよう、令和７年度に16.9％
の料金改定を実施するものとして見込んでいます。これは、ダウンサイジング
の費用削減効果により、前回経営戦略で示した改定率に抑えることができたも
のです。また、令和７年度以降についても、経常収支比率100％以上が保てる
よう、５年ごとに料金水準の見直しを見込んでいます。 

【修正・追記箇所７】

委員意見：具体的にどの様に事業のあり方を見直すのか記載した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり追記しております。

旧 新

第８章１節（２）➀水道料金について

　今後も、社会情勢や経営環境等の変化に伴い、料金収入が大きく減少するこ
とが見込まれる場合や費用が大幅に増加することが見込まれる場合には、事
業のあり方を見直すとともに、料金改定についても適切に検討していきます。

第８章１節（２）➀水道料金について（P.85）

　
　今後も、社会情勢や経営環境等の変化に伴い、料金収入が大きく減少するこ
とが見込まれる場合や費用が大幅に増加することが見込まれる場合には、第
５章「５　京都府・近隣市町との連携」で示す広域連携等も含め、事業のあり方
を見直すとともに、料金改定についても適切に検討していきます。

料金改定について、「設定しました。」という表現が断定的であるため、工夫した方が良い。



　１　審議会委員の意見による修正(７/７)
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【修正・追記箇所８】

委員意見：先端技術の導入について、町が考える事業内容を具体的に記載した方が良い。

対応状況：ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり追記しております。

旧 新

第８章３節（１）投資についての検討状況等 第８章３節（１）投資についての検討状況等（P.92）

【水道事業に関する先端技術の例】
＜ドローンの活用＞

水管橋の点検にドローンを活用することで、特殊車両や仮設足場を使用しなく
ても点検が可能となり、費用の削減が図れます。
＜IoT・AIの活用＞

浄水場の薬品注入処理や運転監視業務にIoT・AIを活用することで、業務の効
率化、省力化が図れるとともに、近年、水道事業で課題となっている技術職員
の不足を補うことができます。
＜スマートメーターの導入＞

スマートメーターとは、通信機能を備えた水道メーターです。スマートメーターを
導入することにより、検針員が現地を訪問してメーターの検針を行う必要がなく
なるとともに、水道使用状況を随時把握することが可能となります。



　２　事務局による修正(１/19)
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【直近値への置き換えによる修正】

ビジョン全体を通して、直近値への置き換えによる修正をしています。（項目、図表番号及びページ数は、本日の資料２による。）

章 節 項　　　目 頁 内　　　容 備考

第２章 １節 （１）位置「表2.1」 3 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在

３節 （２）管路「管種・口径別配水管延長」 12 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

　 　 （２）管路「表2.7」 12 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

　 　 （２）管路「図2.8」 13 令和２年度末現在 → 令和４年度末現在

　 　 （２）管路「図2.9」 14 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在 色修正
（図2.8と統一）

　 ５節 「表2.8」 17 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在

第３章 １節 表3.1「重要管路の耐震化率」 19 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

表3.1「非常用給水栓の設置」 19 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

　 　 表3.1「職員資格取得度」 19 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在

　 ２節
表3.2「重要給水施設配水管耐震化率」「重要給水施設配水管耐
震適合率」

21 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

表3.2「経常収支比率」 21 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

表3.2「料金回収率」 21 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

表3.2「流動比率」 21 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

　 　 表3.2「企業債残高」 21 令和３年度末 → 令和４年度末

第４章 １節 （１）行政区域内人口の推移「行政区域内人口」 22 令和３年度末 → 令和４年度末

　 　 （１）行政区域内人口の推移「図4.1」 22 S51～R3 → S51～R4

　 　 （２）給水人口及び給水普及率の推移「給水人口」「給水普及率」 23 令和３年度末 → 令和４年度末 文章修正有

　 　 （２）給水人口及び給水普及率の推移「図4.2」 23 S51～R3 → S51～R4

　 ２節 「用途別有収水量」 24 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有



章 節 項　　　目 頁 内　　　容 備考

第４章　２節　「図4.3」 24 H24～R3 → H24～R4

　 　 「図4.4」 25 H24～R3 → H24～R4

　 　 「図4.5」 25 H5～R3 → H5～R4

　 ３節 （３）管路の布設状況「管路総延長」 27 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

（３）管路の布設状況「法定耐用年数超過管」 27 令和４年度時点 → 令和５年度時点

（３）管路の布設状況「図4.6」 27 S43～R3 → S43～R4

　 　 （４）管路の耐震化の状況「重要給水施設配水管の耐震化」 28 令和３年度末時点 → 令和４年度末時点

　 　 （４）管路の耐震化の状況「図4.7」 28 令和３年度末現在 → 令和４年度末現在

　 ４節 （１）②収益的収支と資本的収支の状況「収益的収支の構成」 30 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）②収益的収支と資本的収支の状況「図4.9」 30 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）②収益的収支と資本的収支の状況「図4.10」 31 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）②収益的収支と資本的収支の状況「図4.11」 31 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）④水道料金の状況「用途別料金収入」 34 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）④水道料金の状況「図4.12」 34 H24～R3 → H24～R4

　 　 （１）④水道料金の状況「図4.13」 35 令和３年度 → 令和４年度

　 　 （１）④水道料金の状況「図4.14」 35 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在
類似団体平均は令和４年４月
１日時点、全国平均は令和３

年４月１日時点のもの。

　 　 （１）⑤企業債の状況「図4.15」 36 S43～R3 → S43～R4

　 　 （２）➀組織体制の概要「図4.16」 37 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在

　 　 （２）②職員の状況「上下水道課職員数」 38 令和４年４月１日現在 → 令和５年４月１日現在

　 　 （２）②職員の状況「図4.17」 38 H23～R4 → H23～R5

　２　事務局による修正(２/19)

10

【直近値への置き換えによる修正】

ビジョン全体を通して、直近値への置き換えによる修正をしています。 （項目、図表番号及びページ数は、本日の資料２による。）



　２　事務局による修正(３/19)

11

【直近値への置き換えによる修正】

ビジョン全体を通して、直近値への置き換えによる修正をしています。 （項目、図表番号及びページ数は、本日の資料２による。）

章 節 項　　　目 頁 内　　　容 備考

第４章 ４節 （２）②職員の状況「表4.7」 38 令和４年４月１日時点 → 令和５年４月１日時点

（３）➀　比較団体の選定「現状分析診断システム」 39 2022 → 2023 文章修正有

　 　 （３）②　イ　鉛製給水管率「鉛製給水管率」 40 令和３年度末 → 令和４年度末

　 　 （３）②「安全」に係る業務指標「表4.9」 41
今回（R3）

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
今回（R4）

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

（３）③　イ　管路の耐震管率「管路の耐震管率」 42 令和３年度末 → 令和４年度末

　 　 （３）③　ウ　管路の更新率「管路の更新率」 42 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有

　 　
（３）③　エ　法定耐用年数超過管路率「法定耐用年数超過管
路率」

42 令和３年度末 → 令和４年度末

　 　 （３）③「強靭」に係る業務指標「表4.10」 43
今回（R3）

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
今回（R4）

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 　 （３）④　ア　経常収支比率「経常収支比率」 44 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有

　 　 （３）④　ア　経常収支比率「図4.18」 44
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 　 （３）④　ア　経常収支比率「表4.11」 44
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 　 （３）④　イ　累積欠損金比率「累積欠損金比率」 45 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有

　 　 （３）④　イ　累積欠損金比率「図4.19」 45
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 　 （３）④　イ　累積欠損金比率「表4.12」 45
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）



章 節 項　　　目 頁 内　　　容 備考

第４章 ４節 （３）④　ウ　流動比率「流動比率」 46 令和３年度末 → 令和４年度末

（３）④　ウ　流動比率「図4.20」 46
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 　 （３）④　ウ　流動比率「表4.13」 46
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

（３）④　エ　企業債残高対給水収益比率「企業債残高対給水
収益比率」

47 令和３年度末 → 令和４年度末

　 （３）④　エ　企業債残高対給水収益比率「図4.21」 47
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 （３）④　エ　企業債残高対給水収益比率「表4.14」 47
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

（３）④　オ　料金回収率「料金回収率」 48 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有

　 （３）④　オ　料金回収率「図4.22」 48
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 （３）④　オ　料金回収率「表4.15」 48
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 （３）④　カ　給水原価「給水原価」 49 令和３年度 → 令和４年度

　 （３）④　カ　給水原価「図4.23」 49
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　 （３）④　カ　給水原価「表4.16」 49
H29～R3

類似団体（R1）
近隣団体（R1）

→
H30～R4

類似団体（R2）
近隣団体（R2）

　２　事務局による修正(４/19)
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【直近値への置き換えによる修正】

ビジョン全体を通して、直近値への置き換えによる修正をしています。 （項目、図表番号及びページ数は、本日の資料２による。）



　２　事務局による修正(５/19)

13

【直近値への置き換えによる修正】

ビジョン全体を通して、直近値への置き換えによる修正をしています。 （項目、図表番号及びページ数は、本日の資料２による。）

章 節 項　　　目 頁 内　　　容 備考

第４章 ５節
課題１施設のあり方の検討「1日平均配水量」「1日最大配水
量」

50 令和３年度 → 令和４年度

第５章 １節 「図5.1」 51 R3まで実績 → R4まで実績

　 ２節 「用途別有収水量」 52 令和３年度 → 令和４年度 文章修正有

（１）家事用有収水量の将来予測「家事用原単位」 52 直近10年間 → 過去10年間 文章修正有

　 　 （１）家事用有収水量の将来予測「図5.2」 52 R3まで実績 → R4まで実績

（２）➀グループAの有収水量の将来予測「有収水量」 54 直近10年間 → 過去10年間 文章修正有

　 　 （２）➀グループAの有収水量の将来予測「図5.3」 54 R3まで実績 → R4まで実績

（２）②グループBの有収水量の将来予測「図5.4」 55 R3まで実績 → R4まで実績

（２）③グループCの有収水量の将来予測「有収水量」 56 直近10年間 → 過去10年間 文章修正有

（２）③グループCの有収水量の将来予測「図5.5」 56 R3まで実績 → R4まで実績

（２）④営業用有収水量の将来予測（まとめ）「図5.6」 57 R3まで実績 → R4まで実績

（３）工場用有収水量の将来予測「図5.7」 58 R3まで実績 → R4まで実績

（４）その他用有収水量の将来予測「図5.8」 59 R3まで実績 → R4まで実績

　 　 （５）有収水量合計「図5.9」 60 R3まで実績 → R4まで実績

　 ３節 「図5.10」 61 R3まで実績 → R4まで実績

「図5.11」 61
使用料収入
R3まで実績

→
料金収入

R4まで実績



　２　事務局による修正(６/19)
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【修正・追記箇所１】

第２章３節「（１）浄水場・配水場」に佐古浄水場・北浦配水場の写真を追加しています。

旧 新

第２章３節（１）浄水場・配水場 第２章３節（１）浄水場・配水場（P.5）

 

写真 2.1 佐古浄水場 

 

 

写真 2.2 北浦配水場  

写真2.1　佐古浄水場

写真2.2　北浦配水場



　２　事務局による修正(７/19)
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【修正・追記箇所２】

第２章３節（１）「③浄水処理方式」に佐古浄水場の写真を追加しています。

旧 新

第２章３節（１）③浄水処理方式 第２章３節（１）③浄水処理方式（P.8）

写真2.4　急速ろ過機

写真2.5　浄水処理施設全景

写真2.6　沈澱池



　２　事務局による修正(８/19)
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【修正・追記箇所３】

第２章３節（１）「⑥配水ポンプ」の写真2.4を修正しています。

旧 新

第２章３節（１）⑥配水ポンプ

　

第２章３節（１）⑥配水ポンプ（P.11）

　

写真2. 9　佐古浄水場配水ポンプ写真2. 4　佐古浄水場配水ポンプ



　２　事務局による修正(９/19)
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【修正・追記箇所４】

第２章４節「京都府営水道の概要」に京都府営水道に係る図を追加しています。
また、文章を「（１）概要」と「（２）広域水運用システム」に分割しています。

旧 新

第２章４節 京都府営水道の概要 第２章４節（１）概要（P.15）

図2.10　府営水道管内図（出典：京都府HP）

乙訓浄水場
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夏目浄水場
他１ヵ所
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市
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　２　事務局による修正(10/19)
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【修正・追記箇所５】

第２章４節「京都府営水道の概要」に京都府営水道に係る図を追加しています。
また、文章を「（１）概要」と「（２）広域水運用システム」に分割しています。

旧 新

第２章４節（２）広域水運用システム（P.16）

【木津浄水場】
48,000ｍ3/日

【宇治浄水場】

72,000ｍ3/日

【乙訓浄水場】

46,000ｍ3/日

桂 川

宇治川

木津川

広域水運用の概要図

久御山
広域ポンプ場

Ｐ

図2.11　広域水運用の概要図（出典：京都府営水道ビジョン（第２次））



　２　事務局による修正(11/19)
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【修正・追記箇所６】

第３章１節 表3.1「久御山町水道事業ビジョン達成状況」の水安全計画の策定について、達成状況を修正しています。

旧 新

第３章１節 表3.1「久御山町水道事業ビジョン達成状況」 水安全計画の策定　 第３章１節 表3.1「久御山町水道事業ビジョン達成状況」 水安全計画の策定
（P.19）

　
現在作成中。
※本ビジョンの発行時には作成済みの予定の為、後日内容を修正。

◎ 令和５年度に久御山町水安全計画を策定しました。 ○

【修正・追記箇所７】

第４章１節（２）「給水人口及び給水普及率の推移」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第４章１節（２）給水人口及び給水普及率の推移

　本町の給水区域は行政区域と一致しているため（三郷山財産区を除く。）、給
水区域内人口は行政区域内人口と同じになります。給水人口は、平成３年度
末の18,724人をピークに減少傾向となっており、令和３年度末には15,540人（平
成３年度末比：△3,184人、△17.0％）まで減少しています。給水普及率は昭和
50年代後半に人口が急増した際に減少しましたが、その後増加に転じ、平成
23年度以降は安定して99.9%以上を維持しております。

第４章１節（２）給水人口及び給水普及率の推移（P.23）

　本町の給水区域は行政区域と一致しているため（三郷山財産区を除く。）、給
水区域内人口は行政区域内人口と同じになります。給水人口は、平成３年度
末の18,724人をピークに減少傾向となっており、令和４年度末には15,448人（平
成３年度末比：△3,276人、△17.5％）まで減少しています。給水普及率は昭和
50年代後半に人口が急増した際に減少しましたが、その後増加に転じ、平成
23年度以降は安定して99.9％程度を維持しております。



　２　事務局による修正(12/19)
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【修正・追記箇所８】

第４章２節「有収水量の状況」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第４章２節 有収水量の状況

　営業用の有収水量は、平成28年度に一時的に増加しているものの減少傾向
となっており、令和２年度には、新型コロナウイルス感染症の影響による人流
抑制等に伴い大きく減少しましたが、令和３年度は、社会経済活動の再開に伴
い増加に転じています。

第４章２節 有収水量の状況（P.24）

　営業用の有収水量は、平成28年度に一時的に増加しているものの減少傾向
となっており、特に近年は、新型コロナウイルス感染症の影響による人流抑制
等に伴い減少しています。（削除）



　２　事務局による修正(13/19)
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【修正・追記箇所９】

第４章４節（３）「➀比較団体の選定」について、「（公財）水道技術研究センター　現状分析診断システム2023」が公表されたため、再分析し、
修正しています。

旧 新

第４章４節（３）➀比較団体の選定 第４章４節（３）➀比較団体の選定（P.39）

類似団体 近隣団体 

七ヶ浜町(宮城県)、吉岡町(群馬県)、

白井市(千葉県)、内灘町(石川県)、阿

久比町(愛知県)、愛西市(愛知県)、川

越町(三重県)、大山崎町(京都府)、河

南町(大阪府)、猪名川町(兵庫県)、斑

鳩町(奈良県)、王寺町(奈良県)、三郷

町(奈良県)、平群町(奈良県)、河合町

(奈良県)、上牧町(奈良県)、早島町(岡

山県)、里庄町(岡山県)、熊野町(広島

県)、柳井市(山口県)、石井町(徳島

県)、須恵町(福岡県)、宇土市(熊本

県)、嘉手納町(沖縄県)、北谷町(沖縄

県)、与那原町(沖縄県)、中城村(沖縄

県)、北中城村(沖縄県)、恩納村(沖縄

県)、金武町(沖縄県) 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、

木津川市、精華町、向日市、長岡京市、

大山崎町 

 

類似団体 近隣団体 

七ヶ浜町(宮城県)、吉岡町(群馬県)、

白井市(千葉県)、内灘町(石川県)、阿

久比町(愛知県)、愛西市(愛知県)、川

越町(三重県)、河南町(大阪府)、猪名

川町(兵庫県)、斑鳩町(奈良県)、王寺

町(奈良県)、三郷町(奈良県)、平群町

(奈良県)、河合町(奈良県)、上牧町(奈

良県)、熊野町(広島県)、柳井市(山口

県)、石井町(徳島県)、須恵町(福岡

県)、北谷町(沖縄県)、与那原町(沖縄

県)、中城村(沖縄県)、北中城村(沖縄

県) 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、

木津川市、精華町、向日市、長岡京市、

大山崎町 

 

表4.8　現状分析における類似団体及び近隣団体一覧表4.8　現状分析における類似団体及び近隣団体一覧
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【修正・追記箇所10】

第４章４節（３）④「ア　経常収支比率」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第４章４節（３）④ア　経常収支比率

　経常収支比率とは、経常費用（営業費用＋営業外費用）が経常収益（営業収
益＋営業外収益）によってどの程度賄われているかを示す指標です。令和３年
度の経常収支比率は100.1％となっており、類似団体や近隣団体と比較して低
い値となっていますが、健全経営の水準とされる100％は上回っています。一
方、経年比較では、令和２年１月以後に確定する水道料金から実施した料金改
定により、令和２年度は104.3％まで上昇していますが、令和３年度は受水費の
増加により再び低下しています。今後、人口減少等による給水収益の減少や
受水費等の経費の増加、更新需要の増大が見込まれることから、さらなる経営
改善を図り、安定した財政基盤を維持することが求められます。

第４章４節（３）④ア　経常収支比率（P.44）

　経常収支比率とは、経常費用（営業費用＋営業外費用）が経常収益（営業収
益＋営業外収益）によってどの程度賄われているかを示す指標です。令和４年
度の経常収支比率は91.4％となっており、類似団体や近隣団体と比較して低い
値となっており、健全経営の水準とされる100％を下回っています。一方、経年
比較では、令和２年１月以後に確定する水道料金から実施した料金改定により、
令和２年度は104.3％まで上昇していますが、令和４年度は受水費の増加及び
電気料金の高騰に伴う動力費の増加等により再び低下しています。今後、人
口減少等による給水収益の減少や受水費等の経費の増加、更新需要の増大
が見込まれることから、さらなる経営改善を図り、安定した財政基盤を維持する
ことが求められます。

【修正・追記箇所11】

第４章４節（３）④「イ　累積欠損金比率」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第４章４節（３）④イ　累積欠損金比率

　累積欠損金比率とは、受託工事収益を除く営業収益に対する累積欠損金の
割合であり、経営の健全性を示す指標の一つです。令和３年度の累積欠損金
比率は0.9％となっており、類似団体や近隣団体と比較して低い値となっていま
す。一方、経年比較では、令和２年１月以後に確定する水道料金から実施した
料金改定により、令和２、３年度の値は一定改善していますが、累積欠損金の
解消には至っていない状況です。今後、経営環境はさらに厳しい状況となるこ
とが予想されますが、さらなる経営改善を図るとともに、累積欠損金を解消する
取組が求められます。

第４章４節（３）④イ　累積欠損金比率（P.45）

　累積欠損金比率とは、受託工事収益を除く営業収益に対する累積欠損金の
割合であり、経営の健全性を示す指標の一つです。令和４年度の累積欠損金
比率は13.1％となっており、類似団体と比較すると高い値となっていますが、近
隣団体との比較では同程度の値となっています。一方、経年比較では、令和２
年１月以後に確定する水道料金から実施した料金改定により、令和２、３年度
の値は一定改善していますが、令和４年度には、経営状況の悪化に伴い累積
欠損金比率も再び悪化しています。今後、経営環境はさらに厳しい状況となる
ことが予想されますが、さらなる経営改善を図るとともに、累積欠損金を解消す
る取組が求められます。
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【修正・追記箇所12】

第４章４節（３）④「オ　料金回収率」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第４章４節（３）④オ　料金回収率

　料金回収率とは、給水原価に対する供給単価の割合であり、水道事業の経
営状況の健全性を示す指標です。令和３年度の料金回収率は81.7％となって
おり、また、新型コロナウイルス感染症支援対策減免実績額を加えた実質の給
水収益で算定した値でも90.0％と、類似団体や近隣団体と比較して低い値と
なっています。一方、経年比較では、令和２年１月以降に確定する水道料金か
ら実施した料金改定により、実質の料金回収率は改善していますが、それでも
なお100％を下回っている状況です。水道事業は独立採算制を基本としている
ため、事業に係る費用を給水収益で賄えるように給水原価及び供給単価の見
直しが求められます。

第４章４節（３）④オ　料金回収率（P.48）

　料金回収率とは、給水原価に対する供給単価の割合であり、水道事業の経
営状況の健全性を示す指標です。令和４年度の料金回収率は70.2％となって
おり、また、新型コロナウイルス感染症支援対策減免実績額を加えた実質の給
水収益で算定した値でも81.9％と、類似団体や近隣団体と比較して低い値と
なっています。一方、経年比較では、令和２年１月以降に確定する水道料金か
ら実施した料金改定により、実質の料金回収率は一時的に改善しましたが、令
和３年度以降は、費用の増加等に伴い再び悪化傾向にあります。水道事業は
独立採算制を基本としているため、事業に係る費用を給水収益で賄えるように
給水原価及び供給単価の見直しが求められます。

【修正・追記箇所13】

第４章５節　課題４「経営改善に向けた取組」について、内容を修正しています。

旧 新

第４章５節 課題４：経営改善に向けた取組

　人口減少等による給水収益の減少や受水費等の経費の増加、更新需要の
増大により、本町水道事業の経営状況はさらに厳しさを増しています。令和元
年度後期に実施した料金改定により、一時的に経営指標は改善しましたが、今
後は再び悪化する見込みとなっているため、事業経営のさらなる効率化による
経費削減や料金改定を含めた財源確保等、経営改善に向けた取組を推進し、
経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に努める必要があります。

第４章５節 課題４：経営改善に向けた取組（P.50）

　人口減少等による給水収益の減少や受水費等の経費の増加、更新需要の
増大により、本町水道事業の経営状況はさらに厳しさを増しています。令和元
年度後期に実施した料金改定により、一時的に経営指標は改善しましたが、令
和４年度には、受水費の増加や物価高騰等の影響により再び大きく悪化してい
るため、今後も事業経営のさらなる効率化による経費削減や料金改定を含め
た財源確保等、経営改善に向けた取組を推進し、経営基盤の強化と財政マネ
ジメントの向上に努める必要があります。
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【修正・追記箇所14】

第５章２節「水需要予測」について、将来推計に用いた実績期間の説明を追加しています（時点修正・微修正有り）。

旧 新

第５章２節 水需要予測

　第４章「２ 有収水量の状況」で示すように、令和３年度の本町の有収水量の
用途別の構成は、家事用が全体の約52.6％、営業用が全体の約33.6％、工場
用が全体の約9.7％を占めています。
　そのため、水道料金算定の基礎となる有収水量の将来の見通しについては、
本町の用途別有収水量割合の特性を踏まえ、家事用、営業用、工場用、その
他用（官公署、臨時、分水）の４つに区分して予測しました。

第５章２節 水需要予測（P.52）

　第４章「２ 有収水量の状況」で示すように、令和４年度の本町の有収水量の
用途別の構成は、家事用が全体の52.9％、営業用が全体の32.6％、工場用が
全体の10.8％を占めています。

　そのため、水道料金算定の基礎となる有収水量の将来の見通しについては、
本町の用途別有収水量割合の特性を踏まえ、家事用、営業用、工場用、その
他用（官公署、臨時、分水）の４つに区分して予測しました。なお、有収水量の
推計は、平成24年度から令和３年度までの過去10年間の実績を基に算出して
います。

【修正・追記箇所15】

第５章２節（１）「家事用有収水量の将来予測」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第５章２節（１）家事用有収水量の将来予測

　家事用１人１日当たり有収水量（家事用原単位）は、年々減少傾向にありまし
たが、令和２、３年度を除く直近10 年間（平成24 年度～令和元年度）では概ね
一定の値に収束する傾向が見られます。

　本町水道事業では、将来の家事用原単位を平成24 年度から令和元年度の８
年間の平均値237ℓ／人／日と設定しました。これは、新型コロナウイルス感染
症の影響により増加した令和２、３年度の家事用有収水量を特異値と考え除外
したものです。

　家事用原単位の将来推計及び給水人口の将来予測を基に家事用有収水量
の将来予測を実施した結果、本ビジョンの計画期間における家事用有収水量
は、令和６年度の1,327 千㎥から令和15 年度には1,246 千㎥（△81 千㎥、
△6.1％）まで減少すると予測しました。

第５章２節（１）家事用有収水量の将来予測（P.52）

　家事用１人１日当たり有収水量（家事用原単位）は、年々減少傾向にありまし
たが、平成24年度から令和３年度までの過去10年間のうち、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けた令和２、３年度を除けば、概ね一定の値に収束する
傾向が見られます。

　本町水道事業では、将来の家事用原単位を平成24年度から令和元年度の８
年間の平均値237ℓ／人／日と設定しました。これは、新型コロナウイルス感染
症の影響により増加した令和２、３年度の家事用有収水量を特異値と考え除外
したものです。
　家事用原単位の将来推計及び給水人口の将来予測を基に家事用有収水量
の将来予測を実施した結果、本ビジョンの計画期間における家事用有収水量
は、令和６年度の1,327千㎥から令和15年度には1,246千㎥（△81千㎥、
△6.1％）まで減少すると予測しました。
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【修正・追記箇所16】

第５章２節（２）➀「グループAの有収水量の将来予測」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第５章２節（２）➀グループAの有収水量の将来予測

　グループＡの有収水量は、平成28 年度に民間病院の新築移転などの影響に
より一時的に大きく増加しましたが、その後は大口使用者の地下水利用などの
影響により令和元年度まで段階的に減少し、令和２年度には新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けさらに減少したものの、令和３年度には一定回復してい
ます。使用者１件当たり有収水量（原単位）も概ね同様の推移を示しており、直
近10 年間では緩やかな減少傾向を示しています。

　本ビジョンの計画期間におけるグループＡの将来の有収水量は、原単位は緩
やかな減少傾向が続くものとし、使用者数は増減しないものとして予測しました。

第５章２節（２）➀グループAの有収水量の将来予測（P.54）

　グループＡの有収水量は、平成28年度に民間病院の新築移転などの影響に
より一時的に大きく増加しましたが、その後は大口使用者の地下水利用などの
影響により令和元年度まで段階的に減少し、令和２年度には新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けさらに減少したものの、令和３年度には一定回復してい
ます。使用者１件当たり有収水量（原単位）も概ね同様の推移を示しており、平
成24年度から令和３年度までの過去10年間では緩やかな減少傾向を示してい
ます。
　本ビジョンの計画期間におけるグループＡの将来の有収水量は、原単位は緩
やかな減少傾向が続くものとし、使用者数は増減しないものとして予測しました。

【修正・追記箇所17】

第５章２節（２） ③「グループCの有収水量の将来予測」について、直近値の内容を踏まえ修正しています。

旧 新

第５章２節（２）③グループCの有収水量の将来予測

　グループＣの有収水量は、平成24年度の34千㎥から平成26年度には27千㎥
まで減少していますが、その後は増減を繰り返し、令和３年度には29千㎥と
なっています。使用者１件当たり有収水量（原単位）も概ね同様の推移を示して
おり、直近10 年間では緩やかな減少傾向を示しています。

　本ビジョンの計画期間におけるグループＣの将来の有収水量は、原単位は緩
やかな減少傾向が続くものとし、使用者数は一定水準で推移するものとして予
測しました。

第５章２節（２）③グループCの有収水量の将来予測（P.56）

　グループＣの有収水量は、平成24年度の34千㎥から平成26年度には27千㎥
まで減少していますが、その後は増減を繰り返し、令和３年度には29千㎥と
なっています。使用者１件当たり有収水量（原単位）も概ね同様の推移を示して
おり、平成24年度から令和３年度までの過去10年間では緩やかな減少傾向を
示しています。

　本ビジョンの計画期間におけるグループＣの将来の有収水量は、原単位は緩
やかな減少傾向が続くものとし、使用者数は一定水準で推移するものとして予
測しました。
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【修正・追記箇所18】

第５章４節（１）「水道施設の今後の老朽化の状況」の図5.13の注釈について、内容を修正しています。

旧 新

第５章４節（１）水道施設の今後の老朽化の状況 図5.13 注釈

※健全：法定耐用年数未満、経年化：法定耐用年数～実使用年数、老朽化：実
使用年数超

第５章４節（１）水道施設の今後の老朽化の状況 図5.13 注釈（P.62）

※健全：法定耐用年数以下、経年化：法定耐用年数超～法定耐用年数×1.5以
下、老朽化：法定耐用年数×1.5超

【修正・追記箇所19】

第７章２節（１）「重要給水施設配水管耐震化事業の完遂」の図7.3について、完了箇所の表示に誤りがあったため修正しています。

旧 新

第７章２節（１）重要給水施設配水管耐震化事業の完遂 図7.3 第７章２節（１）重要給水施設配水管耐震化事業の完遂 図7.3（P.71）

図7.3　重要給水施設配水管耐震化事業の進捗状況（令和４年度末時点）図7.3　重要給水施設配水管耐震化事業の進捗状況（令和４年度末時点）



旧 新

第７章３節（１）ダウンサイジングの検討 図7.6・図7.7 第７章３節（１）ダウンサイジングの検討 図7.8・図7.9（P.76）

図 7.8 施設の更新需要（現状維持） 
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施設更新需要を平準化し、財政負荷など
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図 7.6 施設の更新需要（現状維持） 

 

 
図 7.7 施設の更新需要（北浦配水場廃止） 
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　２　事務局による修正(19/19)
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【修正・追記箇所20】

第７章３節（１）「ダウンサイジングの検討」の図7.6・図7.7について、R10の更新需要の平準化が反映されていなかったため修正しています。

図7.8　施設の更新需要（現状維持）

図7.9　施設の更新需要（北浦配水場休廃止）

図7.6　施設の更新需要（現状維持）

図7.7　施設の更新需要（北浦配水場廃止）

※グラフの赤枠内は、北浦配水場休廃止により1千万円以上更新需要が削減された箇所を示す。※グラフの赤枠内は、北浦配水場廃止により1千万円以上更新需要が削減された箇所を示す。




